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【第５３号】 

12月8日（土）・9日（日）は、シーズン始めから本格的な降雪となりました。本荘国道維持出張所

管内でも今冬初めて除雪車が出動し、交通確保にあたったところです。 

この除雪車による作業をスムーズに行うためには、ドライバーや沿道の住民の皆さまのご協力

が欠かせません。 

路上駐車は、除雪作業の妨げとなります。 

道路への雪出しにより路面に凹凸ができると大変危険です。事故の原因となります。 

   道路交通法で禁止されている行為です。罰則もあります。 

安全第一で作業をしていますが、除雪車には死角もあり作業中に近づくと大変危険で
す。また、雪の中の石などが飛び散る場合もあります。 

交通量の少ない夜間や早朝に作業を行うことがあります。作業中は騒音・振動等でご
迷惑をおかけしますが、ご理解をお願いします。 

除雪車の作業後は、道路脇の出入り口付近に寄せ雪が残ってしまいます。寄せ雪の
処理につきましては、各家庭や地域で協力して除雪をしてくださるようお願いします。 

路面凍結や積雪時の無理な追い越しによる事
故を防止するため、ゆずりあい車線を閉鎖して
います。ご不便をおかけしますが、皆さまのご理
解とご協力をお願いします。 
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期間：12月6日～3月中旬 【上り】由利本荘市岩城二古 【下り】由利本荘市岩城勝手 
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